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1．はじめに
　2025年11月17日から28日にかけて、アゼルバイジャン・
バクーにて開催予定のITU-D（国際電気通信連合 電気通
信開発部門）による世界電気通信開発会議（WTDC-25）
に向け、地域提案の調整を目的とした第5回APT（アジア・
太平 洋 電 気 通 信 共 同 体）WTDC-25準 備 会 合（APT 
WTDC25-5）が、2025年9月15日から19日にかけてタイ・
バンコクで開催された。WTDC-25に向けたAPT準備会合
は、これまで以下のとおり4回開催されており、本会合は最
終の準備会合に位置付けられる。

• 第1回APT WTDC-25準備会合：2024年7月19日（タ
イ・チェンマイ）

• 第2回APT WTDC-25準 備会合：2024年12月10日か
ら11日（オンライン開催）

• 第3回APT WTDC-25準備会合：2025年3月17日から
18日（タイ・バンコク）

• 第4回APT WTDC-25準備会合：2025年7月14日から
18日（タイ・パタヤ）

　我が国からは、総務省 国際戦略局国際戦略課国際機関
室の長屋室長ほか、NICTの今中氏、NTTドコモの大槻氏、
SoftBankの上村氏が現地参加した。また、近藤APT事務
局長、奥田ITUアジア・太平洋地域事務所長も現地参加し
た。本会合にはオンライン含め168名（現地参加者96名）
が参加した。

2．APT WTDC25-5結果概要
2.1　APT WTDC25-5の役職者更新

　初日のプレナリセッションにおいて、APT事務局は、APT 
WTDC-25における役職者の状況について簡潔な報告を行っ
た。報告では、以下の2点の主要な更新事項が示された。
第1に、日本からの副議長の変更に関するものであり、日本
は現職の総務省の成瀬専門官が人事異動により本業務から
離任したことを受け、長屋室長を新たな副議長として推薦
した。第2に、作業部会（WG）1に関するものである。前回
会合でWG1議長を務めたインドのSandeep Kumar Gupta氏
が予期せぬ事情により現地参加が困難となったため、APT 
WTDC-25の副議長であるインドのAvinash Agarwal氏が

本会合においてWG1議長を代行することが提案された。こ
れら2点の提案は承認され、APT WTDC-25の役職者の
更新が正式に行われた。

2.2　APT共同提案の議論

　会合初日のプレナリセッションにおいて、アジェンダが承
認された後、提出された寄書は3つのWGに分かれて議論
が進行した。23本の決議等の文書に対して計28件の提案
が提出され、前回会合で合意された案件を含め、30件の暫
定APT共同提案に合意が得られた。表にこれら暫定APT
共同提案の一覧を示す。また、本会合では、各暫定APT
共同提案について、WTDC-25会期中の議論に備えて主導
国と支援国の承認も行われた。我が国においては、決議34

（防災）の修正提案及び地域的重点課題において主導国を
務めることとなり、決議34は総務省の小熊が、地域的重点
課題はNTTドコモの大槻氏がそれぞれフォーカルポイント
として選出された。
　暫定APT共同提案における主要な議論は以下のとおり
である。
◦ラガトイ宣言関連（太平洋島しょ国提案）

・太平洋ICT大臣会合の成果物であるラガトイ宣言の実
装支援をITUに求める新規決議及び既存決議の修正
提案が太平洋島しょ国より提出された。島しょ国の要
請により、非公式調整会合の進行役を総務省の長屋
室長が務めた。ITU外の取組みに対してITUの支援を
求める点に懸念が示されたものの、既存のITUの活動
方針に沿った内容として合意に至った。議論の取りま
とめに対し、島しょ国から謝意が示された。

◦次会期ITU-D研究課題及び任務の修正（日本、イラン、

韓国、オーストラリア、ベトナム提案）

・次会期の研究課題「新たな通信/ICT技術の活用とデ
ジタルスキルの開発」に関するTerms of Reference

（ToR）の提案を日本より実施した。研究課題の焦点
を明確化し、ITUのマンデート内に限定する日本提案
が合意された。
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◦国際及び地域接続性（中国、ベトナム、インドITU-APT

財団提案）

・陸上ケーブルと海底ケーブルを整備し、島しょ国、内
陸開発途上国等のデジタル格差の解消と経済成長を
促進することを目的とした新規決議案が提案された。
日本及びオーストラリアから、新たな問題提起はなく
既存決議で対応可能であるとの理由で反対を示し、提
案は取り下げられた。

◦成層圏プラットフォーム（ソフトバンク提案）

・決議11（サービスが不十分な地域におけるICT）、決
議34（防災）、決議77（ブロードバンド技術）の各決
議に対し、NTN（Non-Terrestrial Network：非地上
系ネットワーク）サービスの有用性を追記する提案が
なされた。中国等から文言修正の要望があったものの
追記内容については合意された。

◦APT position（APT地域共通の立場）（オーストラリア、

韓国提案）

・気候変動、ジェンダー、SDGs等が引き続きITUの重
要な活動分野であることを確認する内部文書案に合意
が得られた。なお、APT positionは、APT共同提案

とは異なり、APT内部での参照を目的とした文書であ
るため、WTDC-25への提出対象とはならない。

（1）WG1の議論概要

　WG1は、ITU-Dのプログラム、研究委員会及び関連課
題に関する事項を所掌する作業部会である。第2.1節で述
べたとおり、インドのAvinash Agarwal氏が本会合におい
てWG1議長を代行した。APT WTDC25-5では計6回の
セッションが開催され、前回会合から持ち越された2件の
文書に加え、新たに12件のインプット文書が審議対象となっ
た。本作業部会では、これら14件の文書を以下の3区分に
分類した。すなわち、前回からの継続検討項目（決議58及
び62）、新規提案（例：決議2、43、79及び研究課題ToR
の修正）及び既に合意された暫定APT共同提案に関連す
る修正提案（決議11、34、64、77）である。議論の結果、
決議及びITU-D研究課題に関する7件の暫定APT共同提
案が新たに作成された。また、前回会合で承認された3件
の暫定APT共同提案（決議64、84、85）については、継
続して暫定APT共同提案として扱うことが再確認された。

■表．暫定APT共同提案一覧

会合報告
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（2）WG2の議論概要

　WG2は、作業方法、バクー宣言、バクー行動計画、一般
的なICT開発課題を検討する役割を担っている。WG2議長
は前回会合から引き続き、オーストラリアのMaria Myutel氏
が務めた。APT WTDC25-5では計5回のセッションが開
催され、決議9、45、63、69に関連する5件の提案及び1件
の新規決議案（国際及び地域接続性）を含む合計6件の
インプット文書が審議された。決議9、45、63、69に関する
提案は、議論を経て、4件の暫定APT共同提案が新たに
作成された。一方、新規決議案については、関係者間の
協議が不十分であると判断され、WTDC-25への提出は見
送られることが推奨された。また、前回会合で承認された
6件の暫定APT共同提案（決議10、66、67、89、バクー
宣言、バクー行動計画）への更なる修正が必要ないことが
確認された。

（3）WG3の議論概要

　WG3は、地域イニシアチブ、ITU-D戦略計画案、WG1
及びWG2で扱われないその他の課題を検討する役割を
担っている。WG3議長は前回会合から引き続き、日本の
大槻氏（NTTドコモ）が務めた。APT WTDC25-5では
計6回のセッションが開催された。アジア太平洋地域イニシ
アチブに関する1件の提案、既存の決議の修正に関する6件
の提案、新規決議に関する2件の提案を含む、合計9件の
インプット文書が審議された。本作業部会は、8件の暫定

APT共同提案が新たに作成され、前回会合で承認された
決議55及び82に関する2件の暫定APT共同提案について
は、その内容を再確認した。

2.3　今後の予定

　会合終了時点における今後の予定は以下のとおりである。
• 第2回地域間会合（Inter-regional Meeting）：2025年

9月29日（オンライン開催）
• WTDC-25：2025年11月17日から28日（アゼルバイジャ

ン・バクー）
　APT WTDC25-5で承認された暫定APT共同提案は、
会合終了後にAPT加盟国に照会され、各国は暫定APT共
同提案への裏書き（endorse）要否について回答を求めら
れる。裏書きに関する回答の結果、全APT加盟国（38か国）
の25%以上が賛成し、かつ、反対が賛成の50%を超えな
い場合、当該暫定APT共同提案は、正式なAPT共同提案
として承認される。APT共同提案は、WTDC-25の寄書
提出締切日である2025年10月27日までに、APT事務局より
WTDC-25へ提出される予定である。

3．おわりに
　本報告は、APT WTDC25-5における議論の概要と成
果を整理したものであり、今後の国際的な電気通信政策形
成に向けた我が国の貢献と戦略的対応の一助となることを
期待する。




